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平成２３年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 
 

【勧告のポイント】 ～ 給与月額は引下げ、期末手当・勤勉手当は改定なし ～ 

① 給与月額の引下げ 

職員の給与が、民間の給与を 1,213 円（0.30％）上回っていることから、この較差を解消

するため、給料表の引下げ改定 

② 期末手当・勤勉手当（ボーナス）は、民間とおおむね均衡しているため、改定見送り 

③ 勧告どおり実施された場合、職員の平均年間給与は、約 1.9 万円の減額（△0.30％） 

 

１ 職種別民間給与実態調査 

市内に所在する民間事業所のうち、企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の  

371 事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された 100 事業所

について調査を実施した。 

 

２ 職員給与と民間給与との比較 

〈給与月額〉                            

民間給与 職員給与 較  差 平成 22 年（参考） 

406,320 円 407,533 円 △1,213 円（△0.30％） △1,179 円（△0.28％）

 (注)１ 上記職員（消防職、保育士等を除く行政職給料表適用者）及び民間従業員ともに本年度の新卒の

採用者は含まれていない。 

２ 上記職員の平均年齢は 41.6 歳、平均経験年数は 19.4 年。 

 

〈特別給（ボーナス）〉 

民間支給月数 職員支給月数 差 平成 22 年（参考） 

3.97 月 3.95 月 0.02 月 △0.19 月 

 

３ 給与改定の内容 

(1) 給与月額 

① 行政職給料表 

・ 30 歳台以上の職員（1級の職員を除く。）が受ける給料月額を対象に引下げ 

・ 高齢層の職員が在職する号給については、平均より大きく最大 0.5％の引下げ 

② 行政職給料表以外の給料表 

・ 行政職給料表以外の給料表（医療職給料表⑴を除く。）についても、行政職給料表   

との均衡を考慮し引下げ改定 

※ 給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置における差額の算定基礎となる額につい

ても、給料表の改定率を考慮して引下げ 
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(2)  実施時期 

条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日のときは、その日）から実施。

なお、改定にあたっては、年間における職員の給与と民間従業員の給与との均衡を図るため、

適切な調整措置を講ずる。 

 

４ その他報告で言及した事項 

(1) 人事評価制度の活用 

管理職員を対象に実施している人事評価結果の給与への反映を一般の職員に広げるなど、

能力・実績を重視した給与上の処遇・人事管理を推進していく必要がある。人事評価結果の

給与への反映にあたっては、評価手法、評価結果等の検証を常に行う必要がある。 

 

(2) 女性職員の登用 

  育児休業から復帰する職員に対する支援策など、女性職員が勤務を続け、意欲･能力を十分

に発揮できるよう計画的な育成・支援に向けた取組を充実させていく必要がある。 

 

(3) 時間外勤務の縮減 

 各所属においては、「仕事時間ダイエットプラン」の取組を着実に実践し、また、任命権

者においては、業務内容・業務配分の見直し、適正な人員配置による時間外勤務の縮減に取

り組む必要がある。 

 

(4) 仕事と家庭生活の両立支援 

任命権者においては、育児や介護を行う職員に向けた制度の充実とともに職員へ周知を図

り、職員が互いにサポートしあうという意識の形成など引き続き職場の環境づくりに努める

必要がある。 

 

(5) メンタルヘルス対策 

管理監督者においては、メンタルの不調による病気休暇を取得した職員等の職場復帰にあ

たって、業務内容や執務環境について適切に配慮し、日頃から職員のストレスの把握及びそ

の要因の軽減・除去等に努める必要がある。 

 

(6) 市民からの信頼の確保 

 任命権者においては、引き続き職員の服務規律の確保、コンプライアンス（法令遵守）の

徹底に努めるとともに、職員においては、市民の信頼に応えるため、公務の内外を問わず全

体の奉仕者としての自覚を新たに行動するよう求める。 

 

(7) 高齢期の雇用問題 

 人事院においては、定年引上げに係る法改正について意見の申出を行った。本市において

も国や他の政令指定都市等の検討状況を注視し、高齢期の人事管理や給与制度のあり方につ

いて検討を進めていく必要がある。 
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【参考】 

１ 職員（消防職を除く行政職給料表適用者）の平均給与月額及び平均年間給与 

 〈平均給与月額〉 

現  行 改 定 後 増  減 平均年齢 

394,584 円 393,400 円 △1,184 円（△0.30％） 40.9 歳 

 

〈平均年間給与） 

現  行 改 定 後 増  減 

6,311,000 円 6,292,000 円 △19,000 円（△0.30％）

 

２ 所要額 

△1億 6千万円 （教育職及び改定を行わない医師を除く全職員 8,261 人） 

 

 

３ 過去の給与勧告（給与月額、特別給の較差等） 

（注）各年の平均年間給与の増減額及び率は、その年にされた改定前後での増減額及び率とな

りますので、前年との比較ではありません。 

 

 

給与月額（公民較差） 期末手当・勤勉手当  平均年間給与（注） 

額 率 
年間支給 

月数 

対前年比 

増減 
増減額 率 

 

平成 15 年 

円 

 △4,898 

％

 △1.13 

月

 4.40 

月

△0.25 

万円 

△18.3 

％

△2.57 

16 年  据置き  4.40 － － － 

   17 年  △1,921  △0.45  4.45  0.05  △1.0 △0.15 

   18 年 △459 △0.11  4.45 －  △0.8 △0.11 

   19 年     259   0.06  4.50  0.05    2.6   0.37 

   20 年  据置き  4.50 － － － 

   21 年 △791 △0.19  4.15 △0.35 △15.6 △2.33 

   22 年 △1,179 △0.28  3.95 △0.20 △10.2 △1.56 

   23 年 △1,213 △0.30  3.95 － △1.9 △0.30 


